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感染症の調査につきましては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」の第 15 条に、規定されており、感染症の発生予防や原因究明等

の観点から関係者に対する調査を行うことができます。 

食中毒の調査につきましては、「食品衛生法」の第 28 条、第 58 条、第 62

条に規定されており、保健所長は、食中毒患者等が発生していると判断した場合

は、必要な調査をしなければなりません。調査において、営業者その他の関係者

への聞き取りや施設への立ち入り調査などを行うことができます。 

 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査） 

第十五条 

 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及

び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、

二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者

及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させ

るおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者

に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。 

２ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類

感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者及び無症状病原体

保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動

物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は

必要な調査をさせることができる。 

３ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の

患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染

症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理

者その他の関係者は、前二項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう

努めなければならない。 

４ 第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係

者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 - 1 -



食品衛生法 

（報告の要求、臨検、検査、収去） 

第二十八条 

 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者そ

の他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫そ

の他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、

器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は

試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上

使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができ

る。 

② 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、

これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、こ

れを提示させなければならない。  

③ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。  

④ 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、

添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託すること

ができる 

 

（食中毒に関する届出、調査及び報告） 

第五十八条 

 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその

疑いのある者（以下「食中毒患者等」という。）を診断し、又はその死体を検案

した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。  

② 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生している

と認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定める

ところにより、調査しなければならない。  

③ 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であ

つて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそ

れがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働

大臣に報告しなければならない。  

④ 保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるとこ

ろにより、都道府県知事等に報告しなければならない。  

⑤ 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定める

ところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。  
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（おもちゃ及び営業以外の食品供与施設への準用規定） 

第六十二条   

第六条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第二項、第十六条から第二十条

まで、第二十五条から第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条までの規

定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして

厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合におい

て、第十条中「添加物（天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物

であつて添加物として使用されるものを除く。）」とあるのは、「おもちやの添加

物として用いることを目的とする化学的合成品（化学的手段により元素又は化

合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。）」と読み

替えるものとする。  

②  第六条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若

しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。  

③  第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条

まで、第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場

合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供

与する場合に、これを準用する。  
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横浜市立大学学生の結核に関する対応について 
 

１ 概要   

  横浜市立大学医学部 6 年生が、平成 19 年 5 月、結核を発症し、東京都の保健所から金沢福

祉保健センターに対して、横浜市立大学における接触者健診についての依頼があった。 

センターは接触者健診の実施について、市立大学付属病院院内感染対策委員会に依頼したが、

その後の連携が不十分だったことから、センターと感染対策委員会との間で、※接触者健診の対

象者について認識の違いがあったことが後に判明した。 

平成 20 年 1 月に、関係者会議を実施し、濃厚な接触のあった職員等に対して血液検査を行

った結果、集団感染は認められなかった。 
 
  ※ 感染対策委員会 ⇒  病理部職員 12 名と実習が一緒だった 6 年生 1 名が対象者 
    センター    ⇒  病理部職員 12 名と 6 年生全員が対象者 

 

 

２ 経過 

 
   ※「センター」は金沢福祉保健センター、「委員会」は市立大学附属病院院内感染対策委員会、「市大」は

市立大学医学部、「健康安全課」は健康福祉局健康安全課 

 

時期 経過 

平成 19 年 

6 月 11 日 
東京都の保健所から、センターに接触者健診の依頼がある。 

6 月 13 日 
センターが委員会に連絡し、接触者健診の対象者等について確認する。対象者は、

病理部職員と 6 年生全員との報告を受ける。 

7 月～10 月 
センターが委員会に対し、健診結果の報告を数回にわたり依頼し、「現在対応中」

との回答を得る。 

12 月 7 日 
センターが市大から、6 年生の健診結果の報告を受ける。ツベルクリン反応検査

で陽性者が多かったが、「全員異常なし」との結果を得る。 

12 月～1 月 

6 年生の健診結果について、委員会としての意見を付した報告書の提出を依頼す

るが、委員会としての意見が得られなかったため、集団感染の可能性が否定でき

ないとセンターが判断する。 

１月 23 日 センターが、健康福祉局健康安全課へ本件について報告する。 

1 月 25 日 

■関係者（委員会、市大、センター、健康安全課）会議（第 1 回） 

これまでの経過や健診結果について確認を行う。センターと委員会、市大との間

で接触者健診対象者について認識が違っていたことが判明する。 

1 月 29 日 
状況の確認と必要な指導を行うため、健康安全部医療安全課が病院に立ち入り検

査を実施する。 

２月 6 日 
■関係者会議（第 2 回） 

集団感染の有無を判定するため、病理部職員の血液検査の実施を決定する。 
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2 月 13 日 血液検査で全員の陰性（1 名判定保留）を確認する。 

2 月 27 日 

■関係者会議（第 3 回） 

今回の事例では、集団感染がなかったことを確認し、今後の連携体制等について

協議する。 

 

 

 

３ 集団感染についての判断 

 

【発症者】 

■ 病理部職員は 19 年 7 月に、X 線検査を実施しており、結核の発症者はいなかった。 

■ 実習が一緒だった学生（１名）を含む 6 年生については、19 年 10～11 月に、健康診断と

して X 線検査を実施しており、結核の発症者はいなかった。 

 
発症者はいなかったが、集団感染を確認

するため、病理部職員の血液検査を実施
 

 

【感染者】 

■ 病理部職員の血液検査の結果は、全員異常なしであり、集団感染は認められなかった。 

■ 6 年生については、患者との接触がほとんどなく、病理部職員に比べて感染の可能性が低い

ため、血液検査は不要と判断した。 

 

 

 

４ 問題点 

 

（１）20 年 1 月になるまで、福祉保健センターから健康安全課に報告が行われていなかった。 

（２）接触者健診は福祉保健センターの責任で実施すべきであるが、対象者の範囲も含めて、調査

自体を委員会及び市大に任せていた。 

（３）福祉保健センターと委員会及び市大との連携が悪く、情報の共有ができていなかったため、

接触者健診の対象者について認識の違いが生じた。 

 

 

 

５ 今後の対応 

 

（１）健康危機発生事例については、区福祉保健センターが健康安全課（市保健所）へ直ちに報告

を行い、連携を密にして対応する。 

（２）結核の接触者健診に関しては、対象が専門の医療機関であっても、区福祉保健センターが主

体的に調査を行う。 

（３）関係機関との連絡は電話のみによらず、関係者会議を開催し、関係者全員が情報を共有する。 
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